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㊨寮
案
第
六
十
二
　
号

■

三
朝
町
特
.
別
土
地
保
有
税
審
議
会
条
例
の
設
定
に
つ
S
て

次
の
と
お
力
三
朝
軽
侮
別
土
地
保
有
税
審
議
会
条
例
を
設
定
す
る
こ
と
に
つ
S
で
'
地
方
白
､
治
鼓
　
へ
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
　
第
九
十
六
条
第
1
項
の
規
定
に
上
身
'
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
｡

昭
和
五
十
三
年
四
月
二
十
六
日

三

　

朝

　

町

　

長

松

　

　

　

村

喬

　

､

成

鴫
和
丘
揺
さ
年
e
l
q
:
廿
犬
8
　
康
幸
可
決

三
朝
町
議
会
頭
長
故
甲
嶺
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三
朝
町
条
例
第

号

三
朝
町
特
別
土
地
保
有
税
手
篭
会
条
例

八
日
　
的
)

弟
1
条
　
こ
の
条
例
吐
'
地
方
税
法
　
(
昭
和
二
十
五
年
蔓
草
青
二
十
六
号
)
第
六
革
l
亮
の
二
葉
三
萌
の
規
定
に
基

づ
き
'
三
朝
町
特
別
土
地
保
有
税
専
議
会
　
へ
虫
下
｢
審
議
会
｣
と
S
う
｡
)
　
の
典
故
及
び
連
営
忙
関
す
る
′

手
車
を
定
め
る
と
七
を
目
的
と
す
る
｡

(
季
　
長
)

筆
妄
　
専
議
会
は
.
'
土
地
利
用
'
軌
市
計
画
又
虻
土
地
に
関
す
る
税
制
に
つ
S
て
学
課
経
験
の
あ
る
者
及

び
地
方
公
共
団
体
の
磯
臭
の
う
ち
か
ら
'
､
町
長
が
委
婦
又
旺
任
命
す
る
三
人
の
季
長
を
も
っ
て
組
織
す
る
｡

･
]
　
委
員
の
任
期
姓
､
三
年
と
す
る
｡
た
だ
し
'
香
魚
が
欠
け
た
場
合
に
お
け
る
補
欠
季
長
¢
任
期
は
'
前

任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
｡

j
　
季
長
は
'
非
常
勤
と
す
る
｡

(
会
　
長
)

ノ
　
第
三
条
.
審
義
金
に
会
長
を
置
く
｡
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2
　
台
長
は
'
季
長
の
互
選
に
エ
少
定
め
る
｡

0
7
　
億
長
吐
'
会
務
を
総
理
す
る
｡

ゲ
　
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
'
あ
ら
か
t
め
会
長
の
指
名
す
る
季
長
が
'
そ
の
磯
番
を
代
替
す
る
｡

(
資
料
の
捷
出
等
の
零
凍
)

第
四
兵
　
事
哉
会
は
'
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
寵
め
る
と
き
は
'
町
長
旺
対
し
,

柴
称
の
蕗
出
'
説
明
そ
の
他
必
要
を
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡

/

(
庶
　
券
)

第
五
余
　
事
専
会
の
庶
務
は
'
税
務
課
に
お
S
て
処
理
す
る
｡

(
雑
　
則
)

空
ハ
条
　
と
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
性
か
'
議
鼻
の
手
続
そ
の
他
審
議
会
の
運
営
に
興
し
必
賓
を
事
項
吐
･

会
長
が
寺
請
会
に
は
か
つ
て
定
め
る
｡
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の
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､
公
布
の
d
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か
ら
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る
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